














a    c a r t ela アラカ ルト

　西岡二実行組合の設立 65 周年記念祝賀会が、
札幌グランドホテルにて開催され、来賓 2名を含
む総勢22名が出席し盛大に行なわれました。
　樋口栄一実行組合長の開会挨拶に始まり、桑島
忠正農業委員ほか来賓の方々の祝辞、山根武様の
乾杯によりつつがなく祝宴となり、和やかな雰囲気
のなかで昔話や農協談義に花が咲きました。
　祝宴では、組合員の廣澤誓二様のギター演奏や
カラオケなどの余興もあり、ビンゴゲームでは豪華
景品の数々に大変な盛り上がりをみせ、結びは和
田功運営協力委員の一本締めによりおひらきにな
りました。
　このような、趣向を凝らせた会を企画実行され
ました方々、大変お疲れ様でした。 （大西特派員）

　二十四軒農事組合（田村益三組合長）では、14名参加
のもと新年会を実施致しました。
　威勢の良い乾杯でスタートした宴会では、収支報告の後
に次年度の組合長を村上勝雄さん、会計を沼田忠雄さん
に決定。お酒も深まり恒例のビンゴ大会で盛り上がった後
は、カラオケ大会で皆さまの素敵な歌声に聞き惚れ、とて
も楽しく思い出に残る会となりました。 （北村特派員）

　ＪＡさっぽろ青年部では、部員と事務局を合わせて63名が参加し、ディノ
スボウルノルベサにおいて支部対抗親睦ボウリング大会を開催致しました。
　2ゲームの合計により団体戦と個人戦を競った結果、団体戦では琴似支
部が5連覇の偉業を成し遂げている厚別支部を破り優勝。個人戦において
は北札幌支部の竹田裕さんが栄冠を手にしました。大会終了後は表彰式お
よび忘年会を開催し、部員同士の親睦を更に深めました。

12月 6日（金）

ＪＡさっぽろ青年部　
支部対抗親睦ボウリング大会

設立65周年を記念して
趣向を凝らした祝賀会を開催！

厚別支部6連覇ならず！

琴似支部が歓喜の優勝

楽しい時間はアッという間！

大盛り上がりの新年会

12月 12日（木）
西岡二実行組合　設立65周年記念祝賀会

1月 11日（土）
二十四軒農事組合　新年会

団体の部
優　勝　琴似支部
準優勝　北札幌支部
第三位　厚別支部

優　勝　竹田　裕（北札幌支部）

準優勝　菊池　清（厚別支部）

第三位　飯山哲也（厚別支部）

個人の部
（敬称略）
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　平成 25年度以降の税制改正に於いて、所得税、消費税、相続税などの身近な税につ
いても多く見直されることとなりますので以下の通り抜粋した税改正をご案内致しま
す。
　また、平成 26年度の税制改正では、自動車税などの改正が決定しております。

平成26年度以降の身近な税改正

▲▲

税
制
改
正
の
主
な
ポ
イ
ン
ト

相続税

基礎控除額の縮少（平成 27年 1月）
現在「5,000 万円＋法定相続人×1,000 万円」の相続税の
基礎控除が、「3,000 万円＋法定相続人×600 万円」に引
き下げられます。

税率構造の変更（平成 27年 1月）
2 億円超 3億以下（40％→ 45％）、6億円超（50％→ 55％）
の税率が新設され現行 6段の税率構造から 8段税率構造へ
見直されます。

小規模宅地等
の特例緩和
（①〜④）

①居住用宅地等の適用対象面積を拡大（平成 27 年 1月）
被相続人の居住用宅地については、最大 80％評価額を減額する特例がありますが、
適用対象面積が 240 ㎡から 330 ㎡に拡大されます。
なお、同居親族が自宅を相続する等一定の要件を満たす必要があります。

②�居住用・事業用の特
例を併用可能

（平成 27 年 1月）

③�二世帯住宅の構造上の要
件を緩和

（平成 26 年 1月）

④�要介護等により老人ホー
ムに入所した場合の適用
を緩和

（平成 26 年 1月）

未成年者控除と障害者控除を拡大
（平成 27年 1月）

未成年者控除は 20 歳に達するまでの年数×10 万円、
障害者控除は 85 歳に達するまでの年数×10 万円、
（特別障害は 20 万円）に拡大されます。

所得税
最高税率の変更（平成 27年 1月）
（現行の所得税率構造に追加。）

現行　40％　　　　 ⇒　　　変更後　45％
（課税所得 1800 万円超）　　　（課税所得 4000 万円超）

消費税
税率の変更（現行　5％）
（特例による経過措置の適用について
は、国税庁HP等でご確認下さい。）

平成 26 年 4 月 1日 変更後　 8 ％

平成 27 年 10 月 1日 変更後　10％

贈与税

税率の変更（平成 27年 1月）
最高税率 55％が新設されました。（3000 万円超）
また、「暦年課税」については現行の一般贈与と 20 歳以上
の直系卑属に対する贈与に分かれ、税率構造は一部緩和さ
れます。

相続時精算課税制度の対象を拡大
（平成 27年 1月）

相続時精算課税制度の受贈者に、20 歳以上の推定相続人
の他、20 歳以上の孫が追加されます。また、贈与者の年
齢要件も 65 歳以上から 60 歳以上に引下げられます。

印紙税
「領収証」等に係る印紙税の非課税
範囲の拡大（平成 26年 4月）

金銭又は有価証券の受取書については、現在、記載された
受取金額が「3万円未満」について非課税となっておりま
すが、「5万円未満」非課税と改正されます。

贈与
番外編

贈与税がかからない資産の移転
相続法第 21 条の 3（贈与税の非課税
財産）の規定には、「扶養義務者相互
間において、生活費又は教育費に充て
るためにした贈与により取得した財産
のうち通常必要と認められるもの」の
金額については、贈与税を非課税とし
ています。

【祖父母から孫へ学費や生活費の援助ができます】
親子や祖父母、孫といった親族同士は相互扶助義務があり、
扶養の一環として教育費や生活費を負担しても贈与になり
ません。但し、以下の通り注意すべき点もあります。

【お金の出し方】祖父母が孫のための支払い
1．学費は、学校へ直接支払う（口座に記録を残すこと）。
2．年度分毎の支払。（前期分・後期分など）
3．生活費は、世間一般の水準を考慮する（贅沢品を買う
場合の援助は贈与となります）。
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基準金利

年3.35％ 年年 ％％2.202.202.202.202.20
基準金利

年4.15％ 年年 ％％3.003.003.003.003.00

変動金利

基準金利10年以内

年3.35％
基準金利10年超

年3.65％

または
検索

検索

JAさっぽろ

JAネットマイカーローン 仮申込受付はこちら

基準金利5年以内

年3.60％

基準金利5年超

年4.25％

JAさっぽろで住宅ローンをご利用の方

リピート顧客の方
JAさっぽろでキャンペーン期間中に

自動車をご購入いただける方又は、JAカードをご契約の方

JAさっぽろで自動車共済をご契約の方

固定金利

変動金利

固定金利

年年 ％％2.202.202.202.202.20
年年 ％％3.003.003.003.003.00
年年 ％％3.503.503.503.503.50%−0.1

インターネットで仮審査お申込できます！

%−0.1
%−0.1
%−0.2

最大 年0.3％ 軽減！最大 年0.3％ 軽減！

さらにうれしい軽減金利

マイカー
ローン 

マイカー
ローン 

リフォーム
ローン 

リフォーム
ローン 

さらにうれしい軽減金利
リピート顧客の方 %−0.1

平成26年6月30日 までキャンペーン期間

キャンペーンローン

保証料
込み

保証料
込み

上 手 に 利 用 し よ う！ J A の 特 典

ＪＡの生きるための共済！

①一生涯の介護保障を準備できます！
②公的介護保険に連動して、幅広い要介護状態に対応！
③共済金を一時金で受け取れます！

①すべてのがんを一生涯保障！（上皮内がんもしっかり保障！）
②がん診断時から再発・長期治療までしっかりカバー！
③がん入院は無制限！がん手術・放射線治療も手厚い保障！
④がんで先進医療もしっかり保障！

2人に1人が
がんと診断されています！NEW 85歳以上になると

約2人に1人は
介護が必要に！

介護共済金100万円介護共済金100万円
40歳

介護共済

公的介護保険制度（第1号被保険者）

65歳

公的介護保険制度（第2号被保険者）Point

厚生労働省「介護給付費実態調査月報（平成24年 4月審査分）」
／総務省統計局「人口推計月報（平成24年 9月報）」より算出

Point
PointPoint

NEW

（公益財団法人　がん研究振興財団「がんの統計2012版」）

30歳
加入

※この共済の対象となる「がん」は、悪性新生物（上皮内新生物を含む）および脳腫瘍です。
※がんの治療を目的とし、医科診療報酬点数表により手術料・放射線治療料が算定されるものを保障します。
※この共済は、死亡時における保障は、ありません。

◎加入時の掛金は
　一生、上がりません！
◎解約された場合は、
　返戻金をお支払します。

がんと診断
されたとき
〈がん診断共済金〉

共済期間を通じて
1回まで（　　　　）
100万円

1日目
から
無制限

1日あたり

10,000円がんで入院のとき

（※入院にかかるお支払限度はありません）

何度でも 50万円がん再発時や
長期治療のとき
※1年に 1回を限度。

限度額
まで何度
でも

1,000万円まで
先進治療に
かかる技術料に
応じて定める額

がんで
先進医療を
受けたとき

何度でも
入院中一律

40万円
外来一律

10万円
がんで
手術のとき
※一部手術を除く

何度でも
1回あたり

20万円
がんで放射線治療
を受けたとき
※60日に 1回限度

共 済 部

金 融 部

※介護共済・がん共済は、介護医療保険料控除の対象となり、一般生命保険料控除、個人年金保険料控除とは別に所得控除を受けることができます。
※共済掛金の払込経路が口座振替の場合、上記の額より割安な共済掛金でご加入いただけます。
※この資料は概要を説明したものです。ご検討にあたっては、「重要事項説明書（契約概要）」を必ずご覧下さい。また、ご契約の際には、「重要
事項説明書（注意喚起情報）」および「ご契約のしおり・約款」を必ずご覧ください。【13010011071】

加入年齢
月払

男性 女性
40歳 1,171円 1,387円
45歳 1,379円 1,622円
50歳 1,653円 1,929円
55歳 2,025円 2,345円
60歳 2,541円 2,925円
70歳 4,386円 5,057円

【保障内容】
①公的介護保険制度に定める
　要介護2〜5に認定された場合
②所定の重度要介護状態になった場合
（ＪＡ共済独自基準）

【ご注意】
・この共済は、死亡時における保障はありません。
・介護共済金をお支払した場合、契約は消滅します。

加入年齢
月払

加入年齢
月払

男性 女性 男性 女性
10歳 2,063円 1,683円 40歳 4,033円 2,933円
20歳 2,503円 2,003円 50歳 5,373円 3,523円
30歳 3,123円 2,413円 60歳 7,233円 4,283円

【掛金例】10,000円　基本型　終身払　先進医療あり

【掛金例】100万円加入の場合　終身払
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1．税務調査も書類等が揃っていれば安心
　　　最近、札幌市内の各税務署における税務調査が増加傾向にあるようです。これは、電子申告「e−Tax」の普及拡大によ

り事務作業が軽減した事から、税務署はその分税務調査などに費やす時間が増加したとも考えられます。

　　　組合員の皆様方におかれましては、収入・費用を領収書などの証憑（しょうひょう）書類に基づいて適正な申告を行なっ

ている事と存じますが、「現金出納帳」「収入帳」「経費帳」等の帳簿とともに領収書等を保管されているのであれば、もしも

税務調査の対象となった場合も慌てずに対応できるのではないでしょうか。

　　※平成26年1月より、事業所得・不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行なう全ての方が、記帳・帳簿等（領収書等含む）保存

制度の対象となります。

2．調査の法律が変更になりました
　　　平成25年から国税通則法の改正により、調査の方法が一部変わりました。調査の開始時には、

「事前通知」が行なわれ、また調査終了後には結果の通知をすることになりました。調査通知を受

けても慌てないよう、日頃から書類の整理を励行しましょう。

3．「不動産所得の内容について」お尋ねが届いたら
　　　平成25年夏頃から、首都圏において不動産所得者等に対し「税務署からのお尋ね」の送付が増

加してきたようです。全てが税務調査の対象となるわけではありませんが、計算誤りや申告漏れ

により「税務署からのお尋ね」が送付される場合も考えられますので注意が必要です。

　　　今後、札幌市内の不動産所得者に対しても「平成○○年分　決算書（収支内訳書）の内容について

のお尋ね」が送付される可能性もありますので、送付を受けた組合員については速やかにＪＡ各支

店、顧問税理士に確認し期限内に提出しましょう。

　　　なお、「税務署からのお尋ね」を提出しない事による罰則は特に無いようですが、場合によっては税務調査の対象となる

事もあるそうなので必ず期限内に提出しましょう。

知って得する税の知識

「不動産所得の内容についてのお尋ね」

2014年
1月～3月末日
登録分まで

おクルマのこと、キャンペーンの詳細は
本店購買課まで

011-621-1315

※対象車は、2014年1月1日～3月31日
までに登録完了の車両となります。

※業務用車両は、プレゼントの対象外とさ
せていただきます。

※生産状況により、登録が間に合わない場
合もございますので、必ず販売担当者ま
でご連絡下さい。

JAグループ

乗用車
新車ご購入で

軽トラック
新車ご購入で

A

家族で嬉しい！ご成約で選んでもらえる！

もれなくプレゼント！
フィリップス
ノンフライヤー B レイコップ

布団クリーナー C 象印
ホームベーカリー D 農協旅行

旅行3万円分

プラス

ホクレン

エンジンオイル
プレゼント！

ガソリン
満タンで
納車！

ホクレン
エンジンオイル
プレゼント！ガソリン

満タンで
納車！

エコカー
に最適！

エコカー
に最適！

スタッドレスタイヤ
4本（ホイール付き）
プレゼント！

スタッドレスタイヤ
4本（ホイール付き）
プレゼント！

早期登録特典
1月・2月登録のみ

プラス

ホクレン

エンジンオイル
プレゼント！

家族で嬉しい！ご成約で選んでもらえる！

もれなくプレゼント！

TEL

ホクレン
エンジンオイル
プレゼント！

経 済 部
ＪＡさっぽろ青色申告会は顧問税理士とともに組合員の税務をサポートします。

相 談 部
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このコーナーは
みんなのお便りで
つくるページです
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目
に
浮
か
び
ま
す
。
毎

日
の
料
理
に
も
、
き
っ
と
力

豊平支部
青年部
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新たに4名が加わり
若く活気溢れる豊平支部！

青年部豊平支部には現在16名の部員が在籍し、
その中心は主に30〜40代の次世代を担う組合員です。

今年度は新規就農者も増えたことから新たに部員が4名増え、
懇親会や職員合同ボーリング大会をはじめ
数多くの事業に積極的に取り組んでいます。

これまで計画していなかった視察旅行なども検討中で
今後は更に、次世代の方に入部して頂けることを期待しています！

　ホウレンソウをはじめとした新鮮な野菜
を部員自らが店頭で販売！お客さんの“生”
の声が聞けることこそ、直売の魅力です。

ＪＡまつり

職員合同
ボウリング大会
　毎年開催している青年部と職員と
の合同ボウリング大会は、清田支店
と月寒支店の職員が参加し親睦を深
めています。豪華景品をかけて、親
睦を深めながらも真剣勝負が繰り広
げられるゲームは大いに盛り上がり
ます！ボウリングの後には懇親会も
あり、初めて参加される方もすぐに
打ち解けられます。

他支部と協力し合い、より多種類の野菜を販売！

清田といえば

ポーラスター！
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「
昼
の
顔
、夜
の
顔
」

　

休
日
に
前
田
森
林
公
園
で
子
供
と
遊
ん
だ
帰
り
道
、
い
つ
も
何

気
な
く
渡
っ
て
い
る
斜
張
橋
で
す
が
、先
日
、た
ま
た
ま
夜
に
通
っ

て
み
る
と
昼
間
と
は
ま
た
別
の
顔
を
見
せ
て
く
れ
ま
し
た
。

　

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
、緑
色
に
浮
か
び
上
が
る
支
柱
。
そ
し
て
、

そ
れ
が
新
川
の
水
面
に
映
し
出
さ
れ
る
様
子
は
と
て
も
幻
想
的

で
、
し
ば
し
立
ち
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
ほ
ど
。

　

市
内
で
も
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
る
橋
は
数
箇
所
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
ご
時
勢
で
段
々
と
そ
の
数
は
減
っ
て
い
る
と
か
。
こ
の
橋
が

い
つ
ま
で
も
光
り
続
け
て
く
れ
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。�

（
な
）


